
 

 

 

 

※すでに『高額かつ長期』欄の『該当』に〇がついている場合は、お手続き不要です。 

 

階層区分（一Ⅰ、一Ⅱ、上位）のいずれかの方で、『高額かつ長期』が『非該当』に〇の方（下記図Ａを参照くだ

さい）につきましては、次の条件を満たすことで、『高額かつ長期』の特例により自己負担上限額を軽減すること

ができます。 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

   

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

◇ 問い合わせ先 ◇ 

福島市保健所 保健予防課 難病支援係  
〒960-8002 福島市森合町 10番 1号 福島市保健福祉センター3階 

電話 024-573-4384 （平日8:30～17:15） 

 

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 ４月

１２ヶ月 １１ヶ月 １０ヶ月 ９ヶ月 ８ヶ月 ７ヶ月 ６ヶ月 ５ヶ月 ４ヶ月 ３ヶ月 ２ヶ月 申請月

× × 〇① × 〇② × × 〇③ × 〇④ × × 〇⑤ 〇⑥

当年前年

〔凡例 〇＝５万円超  ×＝５万円以下〕 

 

階層区分 一般
高額かつ長期に
該当した場合

一Ⅰ
（一般所得Ⅰ）

10,000円 5,000円

一Ⅱ
（一般所得Ⅱ）

20,000円 10,000円

上位
（上位所得）

30,000円 20,000円

申請日を含む過去 12 ヶ月に、難病に係る医療費総額（１０割分）が５万円超の月

が６回以上ある方（連続でなくても可、図Ｂを参照ください） 

 

の方 

階層区分が 

と表記され、 

 

高額かつ長期に関するご案内 

合計して 

５万円超であれば 

１回分 

一Ⅰ 

一Ⅱ 

上位 

該当・非該当 

条件 

 

図A 

図B 

既に該当の方は 

こちらに〇が 

ついています 

〈自己負担上限額（月額）〉 

〈例〉 

申請日の属する月から１２ヶ月前の月 過去１２ヶ月以内に医療費総額（１０割分）が 

５万円超の月が６回以上あるため申請可 

 

R4.１０月現在 


